
 

 

別紙３ 

航空輸送の安全にかかわる情報の中間報告（令和７年度上半期） 

（要約版） 

１．航空事故・重大インシデントの発生の状況  

 本邦航空運送事業者において令和７年度上半期に発生した航空事故及び重大インシデ

ントは、以下のとおりです。 

 航空事故（２件） 

 令和７年４月６日（日本時間、以下同じ。）、エス・ジー・シー佐賀航空が運航する

回転翼航空機（対馬空港→福岡和白病院ヘリポート、ユーロコプター式 EC135T2+

型、JA555H、計６名搭乗）が、海上に不時着水し、搭乗者３名が死亡した。 

 令和７年７月 19 日、全日本空輸 9397 便（チャールストン→ロサンゼルス、ボーイ

ング式 787-10 型、JA986A、計５名搭乗）が、地上走行中、当該機の左主翼翼端と、

駐機していた他社機の尾部が接触した。 

 重大インシデント（１件） 

 令和７年８月 20 日、ANA ウイングス運航の ANA4841 便（新千歳空港→稚内空港、

ボンバルディア式 DHC-8-402 型、JA854A、乗員４名・乗客 70 名搭乗）が、鳥防

除作業車両が走行していた滑走路へ着陸のため進入した。最終進入経路上を飛行し

ていた当該機を視認した車両が滑走路から退避している間に、当該機は着陸した。 

２．安全上のトラブル等の報告の概況  

 本邦航空運送事業者から、令和７年度上半期に発生した航空事故、重大インシデント

及び安全上のトラブル（以下、これらをまとめて「安全上のトラブル等」といいます。）

について、それぞれ２件、１件、459 件の合計 462 件の報告がありました。 

 これらの報告を事態の種類別に分類すると、表１のとおりです。 

  



 

 

表１ 安全上のトラブル等の報告件数注1,2,3 

航空事故 

重大 

インシ 

デント 

安全上のトラブル 

航行中の 

構造損傷 

航行中の 

システム

不具合 

航行中の

非常用 

機器等の

不具合 

運用限界

の超過、

経路・高

度の逸脱 

機器から

の指示に

よる急な

操作等 

その他 

運航規程

関連 

整備規程

関連 
その他 

２ １ 
４ 66 14 31 86 48 69 141 

459 

 国土交通省では、これらの安全上のトラブル等の全てについて、本邦航空運送事業者

において適切な要因分析が行われ、必要な対策がとられていることを確認しています。 

 令和７年度上半期に本邦航空運送事業者において発生した個々の安全上のトラブルの

要因を分析し、内容別に分類し、集計したものを表２に示します。 

表２ 安全上のトラブルの内容別分類件数注4,5,6 

機材不具合 

ヒューマン 

ファクター 

事案 

回避操作 

発動機の 

異物吸引 

による損傷 

部品脱落 
危険物の 

誤輸送等 

アルコール

事案 
その他 

101 200 76 ８ ５ 53 11 ５ 
 

ヒューマンファクター事案の内訳 

運航乗務員 客室乗務員 整備従事者 地上作業員 製造 その他 

51 ３ 87 45 ９ ５ 
 

回避操作の内訳 アルコール事案の内訳 

TCAS RA 注7 GPWS 注8 運航乗務員 客室乗務員 運航管理者等 整備従事者 

68 ８ ４ ５ ０ ２ 

 

  

 

注1 複数の項目に該当するとして報告された事案については、代表的な項目において集計しています。 

注2 要因分析の進捗に伴い、続報において報告の項目が変更される場合等があります。 

注3  一つの要因により複数の人や機材又は運航便等に影響があった事案については、複数の報告が報告件数として計上

されています。 

注4 複数の分類に該当する事案については、代表的な分類において集計しています。 

注5 要因分析の進捗に伴い、分類を変更する場合等があります。 

注6  一つの要因により複数の人や機材又は運航便等に影響があった事案については、複数の報告が報告件数として計上

されています。 

注7 TCAS RA とは、航空機衝突防止装置の回避指示に基づく回避操作を指しています。 

注8 GPWS とは、対地接近警報装置の回避指示に基づく回避操作を指しています。 



 

３．安全上のトラブルの評価・分析と今後の取組み 

 第 38 回航空安全情報分析委員会において、令和７年度上半期に航空運送事業者等にお

いて発生した安全上のトラブル等について審議した結果、それぞれの事案について関係

者により必要な対応がとられており、引き続き適切にフォローアップを行っていくべき

ことが確認されました。 

  

また、安全上のトラブル等の航空安全情報の分析に基づく、機材不具合への対応、ヒ

ューマンエラー防止への取組、航空機衝突防止装置の回避指示（TCAS RA）や対地接近

警報装置（GPWS）の回避指示による回避操作に係る情報の収集・共有を進めるとともに、

安全情報の一層の活用により、個々の航空運送事業者の特徴に応じた監査を実施するな

ど、更なる輸送の安全確保に向けた取組みを進めることが必要であるとの評価を受けま

した。 


